
-
金
調
停
古
蹟
怠
巻
十
八

ど
う
見

τ
も
月
の
治
笠
に
紐
が
た
い

右
は
そ
の
か
み
、
主
う
見
て
も
と
い
ふ
冠
に
て
伺
を
乞
ひ
け
る
に
、

取
敢
守
若
宇
は
え
の
一
伺
を
詠
み
出
し
け
る
を
・
押
返
し
/
¥
乞
ひ

け
る
に
‘
考
ふ
る
朱
色
も
た
く
詠
出
し
け
る
と
い
ひ
侮
へ
た
り
。

。
金
港
紳
明
紅
茶
屋

間
見
雑
録
に
云
ふ
。
加
州
松
任
の
城
主
蕪
木
右
衛
門
大
夫
と
一
式
ふ

者
、
民
斗
付
の
刀
紛
失
せ
し
時
、
人
舟
打
入
起
請
せ
さ
せ
し
に
、
武

者
修
行
の
篠
野
搬
入
と
一
宮
ふ
者
無
a
心
元
-
よ
し
也
。
誠
人
間
・
之
而
無
=

是
非
-
仕
合
哉
。
此
の
事
を
去
は
る
L

人
々
と
呆
さ
ぽ
盗
人
民
極
れ

h
y
o

所
詮
鎖
火
を
取
ら
ん
と

τ、
所
々
に
札
を
立
て
、
金
揮
の
紳
明

に
於
て
無
昌
呉
儀
-
鍛
火
を
取
り
侍
り
け
れ
ば
.
縄
を
な
ひ
た
る
事
も

怠
け
れ
ど
も
‘
可
v
任
v
法
と
て
細
を
た
ひ
、
扱
手
水
を
つ
か
ひ
‘
見
物

の
諸
人
民
手
を
見
せ
、
共
の
後
い
ふ
ゃ
う
は
‘
侍
た
る
者
の
か
ゃ
う

の
不
貨
を
譲
る
は
、
冥
加
に
つ
き
た
る
し
る
し
也
、
切
腹
せ
ん
と
て
、

乗
ね

τ井
上
勘
左
衛
門
と
い
ふ
者
に
介
錯
を
額
み
置
き
て
、
共
の
場

に
於
て
切
腹
す
。
と
あ
り
。
按
や
る
に
、
松
任
の
城
主
蕪
木
右
衛
門
大

夫
は
、
寛
文
十
一
年
鏑
木
十
右
衛
門
由
緒
幌
に
、
曾
祖
父
鏑
木
右
衛

門
大
夫
‘
生
園
越
前
、
新
聞
義
貞
家
来
筋
之
者
に
て
、
名
字
山
上
与

以
.
上

今
度
七
郎
太
夫
与
申
者
.
営
秋
於
a
加
州
金
棒
-
大
肺
宮
勤
務
可
v
仕

由
申
鍋
.
奉
加
付
申
之
由
.
紳
慮
無
昌
勿
鉢
-
候
.
定
猿
之
震
v
勝
儀
.

共
上
ヶ
様
之
儀
、
先
年
鰭
閤
御
法
度
被
邑
仰
出
-
候
一
保
.
北
園
金
津
町

中
b
被
v
申
奉
加
.
念
度
可
v
第
a
停
止
-
候
"
官
立
於
a
出
来
-
は
破
却
方

候
.
恐
憧
謹
言
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酉
，
年
三
月
十
三
日

外
宮
長
官
辰
彦

山
岡
三
方
年
寄
中

上

今
度
七
郎
太
夫
与
申
者
.
於
昌
加
州
金
棒
-
大
紳
宮
勤
鯖
可
ν
仕
皆
申

燭
.
奉
加
付
申
曲
、
奉
v
令
v
惇
a
紳
慮
-
段
無
昌
勿
鉢
-
候
。
誠
狼
之
至

曲
事
に
候
。
共
上
ク
様
之
儀
.
先
年
諸
国
御
法
度
に
竪
被
昌
仰
出
-
候

僚
、
共
方
よ
り
北
国
御
奉
行
衆
h
被
a
申
上
一
念
度
奉
加
可
v

歩
歩

停
止
-
候
。
宮
立
於
昌
尚
来
-
者
破
却
克
候
。
恐
々
謹
言
。

酉

，

年

三

月

十

一

日

山

間

三

方

稲
井
土
佐
守
殿
御
宿
所

右
年
暦
は
未
だ
鮮
か
た
ら
歩
。
元
職
・
享
保
の
頃
た
ら
ん
か
。
担
金
津

市
中
に
は
、
卯
辰
紳
明
を
犀
川
泉
野
の
紳
明
批
へ
合
併
せ
し
後
は
‘

以
金
滞
古
蹟
志
巻
十
八

八

申
慮
、
右
衛
門
大
夫
由
緒
有
v
之
、
鏑
木
に
替
、
加
州
h
罷
越
、
石
川

郡
松
任
之
舘
に
一
授
頭
仕
由
。
と
見
h
.
石
川
訪
古
畿
記
に
、
松
任

披
跡
。
民
俗
橋
昌
鏑
木
城
吋
世
停
.
永
線
八
年

e

山
上
右
衛
門
大
夫
自
a
丹

波
-
移
=
居
越
前
鏑
木
浦
吋
閃
氏
鴬

d

子
旗
信
e

孫
勘
解
尚

e

三
世
鏡
=
倍
一

主
二
局
a
土
賊
曾
長
-
一
広
々
。
と
あ
れ
ば
、
松
任
城
に
て
炭
斗
付
の
刀
紛

失
し
、
篠
野
誠
人
が
金
俸
の
神
明
に

τ鱗
火
を
取
り
切
腹
せ
し
は
、

元
組
年
中
怠
ど
の
事
た
ら
ん
か
。
然
ら
ぽ
金
揮
の
紳
明
と
い
ふ
は
、

彼
の
卯
辰
摩
利
支
天
山
た
る
紳
明
枇
在
る
事
い
ち
じ
る
し
。
文
化
三

年
の
由
来
容
に
、
後
光
股
院
延
文
二
年
E
殿
建
立
云
々
と
も
載
せ
た

る
事
、
貨
に
古
侮
設
な
ら
ば
、
醤
舷
た
る
事
知
ら
れ
た
り
。
さ
て
文

総
五
年
に
観
音
院
閉
山
一
冊
鹿
伊
勢
参
宮
し
て
、
榊
を
請
け
来
り
紳
賓

と
た
し
‘
鹿
長
四
年
に
泉
野
に
枇
地
を
申
請
け
、
更
に
紳
明
祉
を
治

立
す
る
底
、
金
津
紳
明
は
昔
よ
り
一
一
位
の
慮
、
商
社
に
相
成
り
迷
惑

す
る
と
て
、
泉
野
紳
明
厳
枇
有
v
之
度
皆
、
卯
辰
一
柳
明
の
紳
主
訴
訟
す

と
あ
る
に
て
、
そ
の
さ
き
金
棒
に
紳
明
は
一
枇
た
り
し
事
い
ち
じ
る

し
。
然
る
に
右
訴
訟
に
依
っ
て
、
雨
駐
の
合
併
を
命
ぜ
ら
れ
、
再
び

泉
野
紳
明
の
一
位
と
は
成
り
た
り
。
又
園
事
雑
抄
に
、
別
に
金
樺
大

紳
宮
勤
請
を
企

τた
る
者
あ
る
と
と
を
載
す
。

一
位
而
己
注
り
し
か

E
.
近
く
明
治
廿
三
年
寄
林
坊
橋
の
高
民
、
更

に
大
一
柳
宮
と
て
一
祉
を
港
立
す
。
故
に
今
は
金
滞
紳
明
雨
枇
と
成
り

た
り
。
伊
勢
皇
大
紳
を
勧
誘
せ
し
紳
祉
を
紳
明
一
胞
と
稽
す
る
は
、
伊

賀
風
土
記
に
‘
阿
緋
都
拓
植
山
有
v
紳
.
披
白
神
明
二
穴
照
大
紳
之
濯
座

之
仮
殿
也
と

a

此
の
風
土
記
は
延
長
の
風
土
記
と
一
試
は
る
れ
ば
‘
延

長
の
頃
よ
り
赫
明
の
稿
あ
り
し
か
。
紳
明
の
mm
は
、
年
中
行
事
秘
抄

陀
)
天
使
元
年
七
月
十
三
日

a

今
日
成
刻
内
侍
所
自
a
温
明
殿
-
遜
n
御
清

涼
殿
-
云
々
。
と
あ
る
註
に
‘
自
a
往
古
-
競
昌
之
柿
明
プ
在
=
内
侍
所
コ
相

停
去
。
伊
世
大
紳
令
=
分
身
-
也
。
毎
事
鍵
験
也
。
と
あ
り
て
、
も
と
禁

廷
の
内
侍
所
よ
り
起
れ
る
た
り
と
い
へ
り
。
内
侍
所
は
賢
所
と
も
呼

べ
り
。
禁
秘
抄
に
、
凡
禁
中
作
法
e

先
立
神
事
-
後
=
他
事
吋
旦
暮
敬
一
脚
之

ユモ

叡
慮
無
a
僻
怠
吋
白
地
以
ι
榊
宮
井
内
侍
所
方
-
不
v
矯
且
御
跡
二
偽
物
随
a
出

来
-
必
先
世
a
袈
盤
所
棚
吋
召
昌
女
官
-
被
v
奉
。
或
内
侍
参
事
ν
之

a

近
代
者

如
a
内
侍
-
不
v
候
a
内
侍
段
、
上
古
者
多
以
a
温
明
殿

-F房
云
々
。
自
『
一
紳

代
-
紳
鏡
如
伽
宮
-
ヂ
仰
e

第
昌
伊
勢
御
代
官
-
被
昌
留
置
-
也

e

紳
事
次
第

同
a
伊
勢
-
云
々
。
と
載
せ
さ
せ
給
へ
り
。
故
に
内
侍
所
は
伊
勢
紳
宮

と
同
じ
く
‘
天
照
皇
大
一
脚
の
御
鍵
代
に
て
、
紳
明
と
稀
せ
し
稽
続
に

依
っ
て
、
諸
国
民
勤
賭
し
た
る
伊
勢
紳
宮
の
遁
揮
所
等
を
ぽ
.
皆
紳
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